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○寒川町審議会等の公募委員選考委員会規程 

平成19年3月30日 

訓令第1号 

改正 平成19年12月14日訓令第9号 

平成25年3月1日訓令第2号 

平成29年3月1日訓令第1号 

令和3年2月24日訓令第1号 

(趣旨) 

第1条 この訓令は、寒川町審議会等の委員の公募に関する規則(平成19年寒川町規則

第1号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、審議会等(規則第2条に規定す

る審議会等をいう。以下同じ。)の公募の委員を公正かつ適正に選考するため、寒川

町審議会等の公募委員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及

び運営について必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第2条 委員会は、副町長、企画部長、総務部長、町民部長、学び育成部長、健康福祉

部長、環境経済部長、都市建設部長、拠点づくり部長及び教育次長をもつて組織す

る。 

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副町長及び企画部長をもつて充てる。 

3 委員長は、委員会の会務を総理する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

(平19訓令9・平25訓令2・平29訓令1・令3訓令1・一部改正) 

(会議) 

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議

の議長となる。 
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2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

(事案の提出) 

第4条 付議すべき選考事案の提出は、寒川町審議会等の公募委員選考委員会付議事案

書(第1号様式)により、選考予定日のおおむね3月前までに、委員を公募する審議会

等を所管する課等(以下「事務局」という。)が行う。 

(選考結果の報告及び通知) 

第5条 委員会は、選考結果を町長に報告するとともに、事務局に通知するものとする。 

2 前項の規定による報告は、寒川町審議会等の公募委員選考委員会結果報告書(第2

号様式)により行う。 

3 第1項の規定による通知は、寒川町審議会等の公募委員選考委員会結果通知書(第3

号様式)により行う。 

(会議の非公開) 

第6条 委員の率直な意見の交換及び意思決定の中立性を確保するため、会議は、非公

開とする。 

(議事録) 

第7条 委員会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。 

2 議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。 

(庶務) 

第8条 委員会の庶務は、町民部町民協働課において処理する。 

(平25訓令2・令3訓令1・一部改正) 

(委任) 

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他委員会に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。 
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附 則 

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年12月14日訓令第9号) 

この訓令は、平成19年12月14日から施行する。 

附 則(平成25年3月1日訓令第2号) 

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成29年3月1日訓令第1号) 

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則(令和3年2月24日訓令第1号) 

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。 
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第1号様式(第4条関係) 

第2号様式(第5条関係) 

(平25訓令2・一部改正) 

第3号様式(第5条関係) 

(平25訓令2・一部改正) 

 


